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平成２１年度
生活習慣病対策健診・保健指導に関する

企画・運営・技術研修（評価編）
平成２１年７月３０日（木）

10：２0～1１：２0（６0分）

国立保健医療科学院

Ⅰ．生活習慣病対策保健事業の評価の考え方

～平成20年度評価及び事業改善～

横浜市立大学医学部社会予防医学教室・
大学院医学研究科情報システム予防医学部門

教授 水嶋 春朔
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特定健診・特定保健指導の
企画・立案・評価とデータ分析

標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）

第１編第３章、第3編第2章・4章、第4編第3章

１．現状分析（集団の健康水準の評価・診断）

２．健診・保健指導事業の計画

３．健診・保健指導事業の評価

（１）評価対象：「個人」「集団」「事業」「最終評価」

（２）評価枠組：「ストラクチャー」「プロセス」

「アウトプット」「アウトカム」

４．保険者におけるデータ分析、健診・保健指導

の実施・評価
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特定健診・特定保健指導を含んだ
包括的な生活習慣病対策が重要！

（１）現状把握⇒ベンチマーキング・視える化

（健診受診率、喫煙率、有所見者、医療費）

（２）ターゲットの選択と集中

（アプローチすべきは男性40-50代＋30代）

⇒ 情報提供と保健指導の最適化の工夫が大事

（３）ハイリスク・アプローチと

ポピュレーション・アプローチ

（受診率↑、喫煙率↓、非薬物療法=行動変容） 4

データ

評価レベル

健診 保健指導 レセプト 母集団
保健医療福祉指

標

個人評価
（事例）

○
（健診結果）

○
（保健指導
の階層化）

○
（受診・受療状
況、医療費の

確認）

－

集団評価
（集計）

○
（有所見者

割合）

○
（階層化内
訳・割合）

○
（母集団との

比較）

－

事業
プログラム
評価

○
（受診率、有所
見者割合の改

善率）

○
（保健指導
実施率、有
所見割合の

改善）

○
（医療費の適

正化）

○
（死亡率、有病率
、医療費、要支援

・介護認定）

（ ）内は、特に評価すべき指標

健診・保健指導事業を評価するための指標・項目のフレームワーク
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・不適切な食生活

・運動不足

・ストレス過剰

・飲酒

・喫煙 など

・肥満

・高血圧

・脂質異常

・高血糖

・心疾患
（心筋梗塞、狭心症）

・脳血管疾患
（脳出血、脳梗塞）

・人工透析

・失明（視覚障害）

・肥満症

・高血圧症

・高脂血症

・糖尿病

【死亡】

健康づくりに関する
普及・啓発

健 診
保健指導

（発症予防の取組）
・生活習慣（食事・運動
等）の改善指導

治療・保健指導
（重症化予防の取組）

・受療促進
・適切な治療と生活
習慣（食事・運動等）
の改善指導

【境界領域期】【不適切な生活習慣】

・死亡

【重症化・合併症】

○脂肪エネルギー比

○野菜摂取量

○日常生活における歩数

○運動習慣のあるものの割合

○睡眠による休養不足者の割合

等

○メタボリックシンドロームに起因する
糖尿病等の有病者・予備群数

・肥満度測定結果（腹囲、BMI）
・血圧測定結果

・脂質測定結果

・血糖測定結果

【生活習慣病の発症】

○メタボリックシンドロー
ムの概念の浸透度

○医療機関受診率

●虚血性心疾患受療率

●脳血管疾患受療率

●糖尿病による視覚障害発症率

●糖尿病による人工透析新規導入率

●虚血性心疾患死亡率

●脳血管疾患死亡率

●平均自立期間

○健診受診率 ○保健指導実施率

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した糖尿病等の

発症予防・重症化予防の流れに対応した指標

6
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（１）健診受診率
（B/A) ６５？％

A．母集団（被保
険者40-74歳）

C．保健指導
対象者

（２）保健
指導実施
率（D/C)
４５？％

(3)メタボ該当者・予備群の改善率１０？％
（E／D； C／B←加算減算の評価指標）

健診・保健指導事業プログラム評価の指標

階
層
化

生活習慣改善の必要性
高い 中程度 低い

B．健診受診者

ポピュレーション・
アプローチ

（３０代対策・喫煙対策）

階層化Step４

・服薬
・６５歳↑

レセプト

D．保健指導実施者E．メタボ脱却者

未実施・脱落率
（（D-C）/C）

未受診率
（（A-B）/A）

健診データ

平成１９年度 厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策事業
地域保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究班（主任研究者：水嶋春朔）
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ポピュレーション・アプローチｘ健診受診率ｘ
階層化（保健指導対象者‐服薬治療開始率）率ｘ

保健指導実施率ｘ改善率

A.ポピュ
レーショ
ン・アプ
ローチ

B.健診
受診者
数・率

C.保健
指導対
象者

服薬治
療者

（医療）

D．保健
指導実
施者・

率

E.改善率 F.重症
化・合
併症予

防

喫煙率
↓↓

受診率
↑↑

ターゲット

４０・５０代

男性

医療機
関にお
ける減
量指導

保健指
導実施
機関↑

A-Dの

累積

効果

効果的
な治療

２０・３０代

健診受
診習慣

保健指
導実施
者育成

平成１９年度 厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策事業
地域保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究班
（主任研究者：水嶋 春朔 （国立保健医療科学院人材育成部長））

生活習慣病対策保健事業の評価ポイント

１．関係者の役割分担（形態と機能）の確認

⇒保険者協議会を機能させる

⇒保険者ごとのパフォーマンス評価

２．保険者機能の向上を目指す

⇒国保連合会がデータ処理で貢献する

３．平成２０年度実績データの分析手法

⇒レセプトデータと健診データの突合

４．健診受診率・保健指導実施率の改善策

⇒マーケティングの手法を活用 8



１．関係者の役割分担
（形態と機能）の確認
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□都道府県 衛生部門・国保部門
□各保険者（各国保代表は首長！）
□都道府県国民健康保険団体連合会
□保険者協議会
□地域職域連絡会議

⇒連携できているのか？
⇒国保連合会は頼りになるか？

10

11

都道府県国民健康保険
団体連合会

２．保険者機能の向上

12

（１）医療保険者による保健事業の根拠
（２）現状把握はできているのか？

⇒ベンチマーキングする

（３）ターゲットの選択と集中
（４）効果的な保健事業の選択と効率な実施
（５）評価
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互助会

（１）保険料の徴収
（２）医療費の支払い
（３）高額医療費・重複

受診のチェック

・
・
・

（４）保健（予防）事業
の展開

○国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)

第一章 総則

第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保
し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与すること
を目的とする。

第八十二条 保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その
他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行
うように努めなければならない。

４ 厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う健康
の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ
有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする
。

５ 前項の指針は、 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第
九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれた
ものでなければならない。 14

第七章 国民健康保険団体連合会

(設立、人格及び名称)

第八十三条 保険者は、共同してその目的を達成するため、
国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設
立することができる。

２ 連合会は、法人とする。

３ 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」と
いう文字を用いなければならない。

４ 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という
名称又はこれに類する名称を用いてはな

らない。
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被保険者

保険料納付

保健（予防）事
業
サービス

受 療

医療サービス



特定健診・特定保健指導への対応の違い

１．法対応（法令遵守）

⇒ 特定健診・特定保健指導の実施

２．ペナルティ対応

⇒ ５年後評価にどう対応したらいいのか？

⇒ 加算減算措置はしないかも・・・・。

３．長期的保健事業対応

⇒ 被保険者の生涯に渡る健康づくりに

つながる保健事業の展開
17 18

保険者が実施主体となる意義

• 対象者（分母）が明確になるため受診率、健
診・保健指導の成果等を評価することができる。

• 健診・保健指導データとレセプトを突合した
データの分析を行うことにより計画作成および
予防事業の効果を評価できる。

• また、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重
症化予防を行うのが効果的かを検討すること
ができる。

• 未受診者、治療中断者を把握し、疾病予防・重
症化防止ができる。

19

保険者におけるデータ分析、
健診・保健指導の実施・評価

保険者は、40－74歳の被保険者、被扶養者の全員の健診受
診・受療状況などの実態を把握し、健診の受診を促すととも
に、健診結果のデータを有効に活用し、必要な保健指導（情
報提供・動機付け支援・積極的支援）を受ける者を確実に選
定し、必要な生活習慣改善の取り組みを支援する。

既存資料を活用した集団の現状分析をしっかりする。

20
20

地域診断と健康政策のサイクル

集団の健康評価（地域診断）

Assessment of population health 
(Community diagnosis)

介入効果の予測

Assessment of potential 
intervention

政策の選択

Policy choice

政策の実施

Policy implementation

政策の評価

Policy evaluation

RA. Spasoff; Epidemilogic Methods for Health Policy,1999

水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価 第２版、医学書院、2006

疫学研究



21注１：国民所得は、内閣府発表の国民経済計算（２００６年５月発表）による。

注２：老人医療費は、平成１４年の制度改正により、対象年齢が７０歳から段階的に引き上げられており、平成１６年１０月より７２歳以上と

なっている。
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（兆円）

16.0

32.1

25.8 27.0
28.5 28.9 29.6 30.7

老 人 医 療 費 （兆円）

国民医療費の国民所得に対する割合（％）

25.4% 36.1%31.6% 33.1% 34.2% 35.5% 36.8% 38.4%

国 民 医 療 費 （兆円）

年度

37.2% 37.5%

30.1 31.1

（％）

31.0

37.9%

 60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
国民医療費 6.1 5.9 4.5 5.6 1.6 2.3 3.8 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8
老人医療費 12.7 9.5 9.3 9.1 5.7 6.0 8.4 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7
国民所得 7.4 1.4 0.1 1.3 1.0 ▲2.7 ▲1.5 1.3 ▲2.9 ▲1.4 0.7 0.7

国民医療費等の対前年度伸び率（％）

○我が国の国民医療費は国民所得を上回る伸びを示している。

・被用者本人
２割負担へ
引上げ

・外来薬剤
一部負担導入

・診療報酬 ・
薬価等の改定

▲１．３％

・介護保険制度
が施行

・高齢者１割負
担導入

・診療報酬 ・
薬価等の改定

▲２．７％
・高齢者１割
負担徹底

・食事療養費
制度の創設

・診療報酬 ・
薬価等の改定

▲１．０％

・老人一部負担金の
物価スライド実施

31.5

・被用者本人
３割負担へ
引上げ

36.9%

医 療 費 の 動 向医 療 費 の 動 向
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1人当たり老人医療費の診療種別内訳(全国平均との差)
～平成１５年度～
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潟

山

形

長

野

全
国
平
均
と
の
差

（
万
円

）

その他

歯科

入院外＋調剤

入院＋食事

総数

　最高：福岡県　92万2,667円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.51倍
　最低：長野県　61万2,042円

全国平均：75万2,721円

○１人当たり老人医療費は、最大（福岡県）と最小（長野県）で約３０万円（約１．５倍）の格差が
存在しており、都道府県格差の約７割は入院医療費が寄与している。
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年齢階級別受療率（主として生活習慣病に分類される疾患について）
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９
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（
人

口

十

万

対

受

療

率

）

その他の傷病

ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織
の疾患（関節症など）

Ⅸ　循環器系の疾患（高血圧
性疾患、虚血性心疾患、脳梗
塞など）
Ⅳ　内分泌、栄養及び代謝疾
患（糖尿病など）

Ⅱ　新生物

（入院）
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その他の傷病

ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織
の疾患（関節症など）

Ⅸ　循環器系の疾患（高血圧
性疾患、虚血性心疾患、脳梗
塞など）
Ⅳ　内分泌、栄養及び代謝疾
患（糖尿病など）

Ⅱ　新生物

（外来）

（注）「患者調査」（平成１４年）により作成
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生活習慣病の医療費と死亡数割合

生活習慣病は、国民医療費の約３割を占め、死亡数割合では約６割を占める。

（注）国民医療費（平成15年度）、わが国の慢性透析療法の現況（2003年12月31日）等により作成 （注）人口動態統計（平成15年）により作成

医療費（平成15年度）

生活習慣病・・・１０．２兆円

死因別死亡割合（平成15年）

生活習慣病・・・６１．１％

その他 21.3兆円

国民医療費 31.5兆円

その他 38.9％

糖尿病（糖尿病の合併症を含む）

1.９兆円

脳血管疾患 2.0兆円

虚血性心疾患 0.8兆円

高血圧性疾患

2.8兆円

悪性新生物

2.8兆円

悪性新生物 30.5％

心疾患 15.7％

脳血管疾患 13.0％
糖尿病 1.3％

高血圧性疾患 0.6％
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要介護度別介護が必要となった原因割合

軽度者が増加する中、今後は廃用症候群を対象にした予防対策を早急
に行っていくことが必要。

14.0
17.8

31.4
34.9

39.2
43.2

14.5

9.6

11.7
8.5

13.9

13.8

16.4

9.1

4.8
6.5

6.2

21.1

19.2 16.1 14.7
12.7

7.2

3.5

6.7
14.8 16.3 15.7

12.4

10.9

8.1

4.3
4.3 5.2 5.3

24.3

17.2
14.8 13.1 12.0 11.6

12.3

0%

50%

100%

要支援者 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護４ 要介護 ５

脳血管疾患（脳卒中など） 骨折・転倒 関節疾患（リウマチ等） 高齢による衰弱 認知症 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ その他

資料 厚生労働省「国民生活基礎調査」（２００１年）から厚生労働省老健局老人保健課において特

別集計（調査対象者：４，５３４人）

脳卒中

主として廃用

症候群に関連

する原疾患

認知症

要支援・要介護
１といった軽度
の方々において
は、関節疾患（
リウマチ等）や
高齢による衰弱
といった「廃用
症候群」を原因
とする方が多く
、他方で、要介
護４以上の重度
者においては、
脳血管疾患（脳
卒中等）を原因
とする方が多い
。

9 .4

18 .0

25 .3

14 .0

22 .2

19 .7

16 .9

24 .6

26 .4

22 .8

15 .2

23 .8

19 .9

28 .9

32 .7

30 .8 29 .7

25 .5

0

10

20

30

40

20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上

20年前(昭和59年)
10年前 (平成6年)

平成16年

[％]

男性

29.7
28 .4

24 .6

20 .4

13 .2

7 .7

30 .1

24 .5

13 .0

22 .4

25 .7

7 .3

26 .7

29 .9

24 .1

17 .9

8 .3

5 .4

0

10

20

30

40

20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上

20年前(昭和59年)

10年前 (平成6年)

平成16年

[％]

女性

肥満者(BMI≧25)の割合 (20歳以上)
国民健康・栄養調査結果

特定健診・特定保健指導

27

健康を規定する要因
Determinants of Health

遺伝的
要因

人の
健康状態

保健・医療・福祉サービス
公衆衛生の水準

ライフスタイル
家族・生活環境

感染症および
物理化学的環境

社会経済的
環境

栄養

教育
文化

プライマリケア

病院設備検（健）
診

職業・収入

心理的要因

３．平成２０年度実績データ
の分析手法

28

（１）健診データの集計分析
（２）保健指導データの集計分析

⇒中断率を確認する
（３）レセプトデータの集計分析

⇒主傷病名のみでなく・・・
（４）突合（名寄せ）する
（５）クロスさせて集計する
（６）評価
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平成１９年３月
厚生労働科学研究費補助金

循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業
地域保健における健康診査の

効率的なプロトコールに関する研究
主任研究者 水嶋 春朔

http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/tokutei20/program/5-4.pdf
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対象者数（被保険者・被扶養者）の把握（例）
男 被保険者 被扶養者 計

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70-74歳

合計

女 被保険者 被扶養者 計

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70-74歳

合計

31

受診者数・受診率
男 被保険者 被扶養者 計

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70-74歳

合計

女 被保険者 被扶養者 計

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70-74歳

合計

32
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健診結果
メタボリックシンドローム有所見者数・割合（例）

男性・女性

総数
40-49

歳
50-59

歳
60-69

歳
70-74

歳

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

健診受診者数

喫煙者

多量飲酒者

運動習慣保有者

適切な食事習慣保有者

睡眠による休養が不十分

34

腹囲有所見者

高脂血症有所見者

高血圧有所見者

高血糖有所見者

（再）
有所見の
重複状況

高
脂
血

高
血
圧

高
血
糖

●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

メタボリックシンドローム
診断者

メタボリックシンドローム
予備群

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）有病者・予備群の状況

女性

22.1

26.0

16.5
27.4

34 .4
25 .7

7 .45 .1

23 .0

27 .8
26.2

20 .9

12 .7
13 .6

25.9
22 .6

0

20

40

60

80

100

総数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 (再掲)40-74歳

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者（腹囲≧85cm＋項目１つ該当）

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者（腹囲≧85cm＋項目２つ以上該当)[％]
男性

9.6

6 .24 .0
14 .1

18 .8
10 .0

0 .6
8 .9

7 .6

10 .1
11 .5

2 .3 8 .6
7 .8

0

20

40

60

80

100

総数 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 (再掲)40-74歳

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者（腹囲≧90cm＋項目１つ該当）

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者（腹囲≧90cm＋項目２つ以上該当）[％]
女性

（厚生労働省

平成16年国民健康・栄養調査結果）

40～74歳については、男性の２人に１人、女性の５人に１人が、メタボリック
シンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者又は予備群と考えられる者で
あり、有病者数 約940万人 予備群者数 約1,020万人
併せて 約1,960万人 と推定される。

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者
腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち２つ以上の項目に該当する者

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者
腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち１つに該当する者

36

いずれか２疾患有病
約２８％

いずれか１疾患有病
約４７％

３疾患すべて有病
約 ５％

肥満のみ
約２０％

第1の根拠
肥満者の多くが複数の
危険因子を併せ持っている

糖尿病

高血圧症高脂血症

肥満のみ
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（痛風腎）■人

死亡
生活機能の

低下
要介護状態

予備群 生活習慣病の発症
不適切な
生活習慣

境界領域期
重症化・合併症

生活習慣病対策 病態の進展と客観的指標

悪
化

改
善

年間の新規悪化×人

全体人数 △△人

治療中の者 △人

年間の新規悪化 ×人

年間の新規改善 ○人

全体人数 △△人

年間の新規悪化 ×人

全体人数 △△人

年間の新規悪化×人

全体人数 △△人

治療中の者 △人

予防可能な疾病の重なりの中でみる 疾病番号

不
適
切
な
食
生
活
・運
動
不
足
・ス
ト
レ
ス
過
剰
・飲
酒
・喫
煙

予備群 転帰

内臓
脂肪
の

蓄積

（腹囲
男性
85cm
女性
90cm
以上）

△人

生活習慣病

高血糖△人

高血圧△人

脂質異常
△人

（尿酸異常）
△人

肝機能異常
△人

インスリン療法
■人

糖尿病△人■人

高血圧症△人■人

高脂血症
△人■人

肝機能障害△人■人

（高尿酸血症）
△人■人

人工透析
■人

心不全

身体機能
低下

失明

血管病変等

高血圧性腎臓障害
■人

動脈閉塞 ■人

虚血性心疾患■人

脳出血 ■人

脳梗塞 ■人

糖尿病性神経症■人

糖尿病性網膜症■人

糖尿病性腎症■人

糖尿病性
細小血管障害

血
管
狭
窄
・虚
血
性
変
化

生
活
機
能
の
低
下
・要
介
護
状
態
・死
亡

動
脈
硬
化

血
管
壁
の
抵
抗
増
加

＊内臓脂肪の蓄積によらない
場合もある

＊

＊

＊

＊

＊

重症化・合併症

・要介護度
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

・死亡

・レセプト病名
（ ICD10コード）
狭心症I20
急性心筋梗塞I21
脳内出血I61
脳梗塞I63 
慢性腎不全N18
糖尿病腎症E112
糖尿病網膜症E113 など

・腹囲 男性＜85cm
女性＜90cm

・空腹時血糖

<110mg/dl
・HbA1c<5.5%
・中性脂肪

<150mg/dl
・HDL-C≧40mg/dl
・LDL-C<140mg/dl
・血圧（収縮期）

<130mmHg
・血圧（拡張期）

<85mmHg

年間の新規改善
○人

全体人数

△△人

・腹囲 男性≧ 85 女性≧ 90 
・空腹時血糖

110≦[ ]<126mg/dl
・HbA1c 5.5≦[ ]<6.1%
・中性脂肪≧150mg/dl
・HDL-C<40mg/dl
・LDL-C≧140mg/dl
・血圧（収縮期）

130≦[ ]<140mmHg
・血圧（拡張期）

85≦[ ]<90mmHg

・腹囲 男性≧ 85  女性≧ 90 レセプト病名

・空腹時血糖≧126mg/dl ・糖尿病E11～E14
・HbA1c≧6.1% ・本態性高血圧症I10
・中性脂肪≧150mg/dl ・高脂血症E78
・HDL-C<40mg/dl
・LDL-C≧140mg/dl
・収縮期血圧≧140mmHg
・拡張期血圧≧90mmHg

生
活
習
慣
病
の
発
症
・
重
症
化

客
観
的
評
価
指
標
等

１

２

３

４

５

６

７

８

９

11

12

16

1 ～ ２
０

大動脈疾患 ■人

17

19
10

18

その他の脳血管疾患

■人 15

13
14

脳血管疾患

２
０

■レセプトデータ

△健診データ

38

39 40
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①血糖 a 空腹時血糖100mg/dl以上 又は ｂ HbA1ｃの場合 5.2％ 以上 又は ｃ 薬剤治療を受けている場合
(質問票より）

②脂質 a 中性脂肪150mg/dl以上 又は b HDLコレステロール40mg/dl未満 又は c 薬剤治療を受けている場合
(質問票より）

③血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 又は c 薬剤治療を受けている場合
(質問票より）

④質問票 喫煙歴あり （①から③のリスクが１つ以上の場合にのみカウント）

・腹囲 M≧85cm、F≧90cm → （１）
・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 → （２）

ステップ１

（１）の場合 ①～④のリスクのうち
追加リスクが ２以上の対象者は 積極的支援レベル

１の対象者は 動機づけ支援レベル
０の対象者は 情報提供レベル とする。

（２）の場合 ①～④のリスクのうち
追加リスクが ３以上の対象者は 積極的支援レベル

１又は２の対象者は 動機づけ支援レベル
０の対象者は 情報提供レベル とする。

○ ステップ１、２から保健指導対象者をグループ分け

○ 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定

ステップ２

ステップ３

保健指導対象者の選定と階層化（その１）

積極的支援レベル↑↑

41 42

○服薬中の者については、医療保険者による特定保健
指導の対象としない。

（理 由）
○継続的に医療機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療

機関において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため。

（参 考）
○特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために、

必要と判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健指導等を行うことができる。
○市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者と連携し、

健診 データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の住民に対する保健指導等を行う。

○前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、積極
的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。
（理 由）

①予防効果が多く期待できる６５歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられ
ること、

②日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、ＱＯＬの低下に配慮した生活習慣の改善が重要
であること 等

ステップ４

保健指導対象者の選定と階層化（その２）

43

喫煙者では積極的支援が１３％増！

63.1%

68.5%

64.6%

5.4%

13.1%

14.3%

31.5%

18.5%

21.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

有（ステップ２＋喫煙）

有（ステップ２）

無（ステップ２）

１情報提供 2動機づけ 3積極的

某製造業事業所（男性従業員５０２名、４０－６４歳、喫煙率４３．４％）

44

52.1% 9.1% 9.1% 26.4% 3.3%

50.8% 9.4% 10.4% 17.5% 11.8%

52.3% 6.1% 18.8% 4.7% 18.2%

48.9% 7.9% 19.6% 0.0% 23.6%

53.4% 8.6% 9.5% 16.2% 12.4%

48.6% 6.3% 23.9% 0.0% 21.3%

51.2% 7.5% 16.1% 8.7% 16.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70-74歳

40-64歳

65-74歳

40-74歳

男性　階層化（ステップ４）結果 内臓脂肪蓄積リスクなし 情報提供 動機づけ 積極的 除外者
（治療中者）

平成１９年度 厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策事業
地域保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究班
（主任研究者：水嶋 春朔 （国立保健医療科学院人材育成部長））
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◆かかりつけ医と保健指導実施者との連携
◆学習教材の共同使用
◆医療機関における診療報酬上の生活習慣病

管理料、栄養食事指導料の積極的活用
◆治療中断者対策としてのレセプトと健診デー

タの突合・分析

糖尿病等の生活習慣病予防のための健診・保健指導 健診から保健指導実施へのフローチャート

保
健
事
業
指
導
対
象
者
の
明
確
化

保
健
事
業

の
実
践
Ｄ

評
価
Ｃ

※

改
善
Ａ

※次年度のメタボ該当者 ・予備群 、糖尿病等有病者・予備群の評価（改善、悪化）、データの改善、リスク数の減少

支援方法の検証、改善策の検討（ポピュレーションアプローチとの連携含む）

Ｔ 人 Ｕ 人 Ｖ 人 Ｗ 人

健
康
診
査

A 人 C 人

D 人

B 人

E 人

40歳～74歳

の被保険者
等を抽出

他の健診
等の結果
の提出者

年1回受診

★特定健康診査の実施

健診未受診者 健診受診者 F ％

★特定健診受診率

健診対象者

G 人

治療なし I 人H 人
生活習慣病
治療中＊

情報提供

レベル４

K 人 L 人

生活習慣病のコントロール

良 不良

J 人治療なし

健診結果の判定

M 人 N 人

情報提供
(受診の必要性を含む）

受診必要 受診不必要

レベル１レベル３

保
健
事
業

計
画
Ｐ

動機づけ支援 積極的支援

医療との連携 医療との連携

特定保健指導

未受診者対策

◆特定健診の受診勧奨(例：健

診受診の重要性の普及啓発、
簡易健診の実施による受診勧
奨）

特定保健指導以外
の保健指導

◆健診結果の見
方について通知・
説明

◆医療機関を受診す
る必要性について
通知・説明

◆適切な生活改善や
受診行動が自分で
選択できるよう支援

Ｘ 人実施者数

レベル１

動機づけ支
援実施者数 Ｚ 人Ｙ 人

積極的支援
実施者数

レベル２

個別に働きかけ
を行った人の数

レベル３レベル４レベルX

かかりつけ医と
連携した対応

次年度の
特定健診
の受診

次年度の特定健診
未受診又は結果未
把握※

メタボ予備群

健診受診情報（問診等）とレセプトを突合

特定保健指導以外の対象者 特定保健指導の対象者

◆対象者の特徴に応じた行動変容を促す保健指
導の実施

◆行動目標・計画の策定
◆健診結果により、必要に応じて受診勧奨を行う

特定保健指導

健診データをもとに特定保健指導個
別支援計画を作成

使用する学習教材の選択

メタボ該当者
被保険者等台帳 ＊対象となる生活習慣病の病名と治療

①糖尿病
②インスリン療法

③高血圧症
④高脂血症
⑤（高尿酸血症）
⑥肝障害
⑦糖尿病性神経障害
⑧糖尿病性網膜症
⑨糖尿病性腎症
⑩（痛風腎）

⑪高血圧性腎臓障害

⑫脳血管疾患
⑬脳出血
⑭脳梗塞
⑮その他の脳血管疾患

⑯虚血性心疾患
⑰動脈梗塞
⑱大動脈疾患
⑲人工透析

Ｙ＋Ｚ

Ｏ＋Ｐ

※次年度の健診
結果で評価を
行うものもある。

Q 人

R 人

Ｏ 人 Ｐ 人

未受診なのでレベルが
未知のグループ

生活習慣病
治療中＊

★特定保健
指導実施率

Q´人 Ｒ´人

レベル２

Ｓ ％

必要に応じて主治医の指示のもと、保健
指導が行われるよう調整

46
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集団のリスクの減少の評価

未受診

リスク３
以上

リスク２

リスク１

リスク０

昨

年

未受診
リスク３
以上

リスク２リスク１リスク０

今 年

（単位：人）

悪 化

改 善

－メタボリックシンドロームで評価する場合 －



49 50

保健指導階層分類と実施率（例）

平成 年度

男性・女性

総数 40-49 50-59 60-69 70-74

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

健診受診者総数

対象者数・割合

保健指導実施数・
実施率

情報提供
（所見がない

もの）

対象者数・割合

保健指導実施数・
実施率

動機づけ支援
（リスク個数
１～２個）

対象者数・割合

保健指導実施数・
実施率

積極的支援
(リスク個数

３個以上）

対象者数・割合

保健指導実施数・
実施率

（再）医療管理に
よる支援

対象者数・割合

保健指導実施数・
実施率

51 52
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34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳

左脳梗塞治療

一過性脳虚血治療

検
査
結
果

治

療

高中性脂肪

高血圧

高尿酸

低HDL

高LDL

BMI25以上（肥満）

脳・心臓疾患に至る前に保健指導を行うことが重要脳・心臓疾患に至る前に保健指導を行うことが重要

血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている

37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳

治療 陳旧性心筋梗塞治療

反時計方向回転

陰性T波

BMI25以上（肥満）

高中性脂肪
低HDL

高血糖

高GPT
高血圧

ST-T異常
異常Q波

検
査
結
果

心
電

図

Ａ氏 ５４歳 脳梗塞

Ｂ氏 ５７歳 心筋梗塞

（生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会 尼崎市野口緑氏提出資料より一部改
変）

肥満以外のリスクがない状
態（情報提供）

リスクが出始めた状
態（動機づけ支援）

リスクが重なり始めた状
態（積極的支援）

54

特定健診・保健指導の実績により長寿医療制度への支援金を加算・減算する基本的な考え方

○ 健診結果でリスクが複数重なっている者ほど、１０年後の患者一人当たりの医療費は高い。
→ 特定健診・保健指導により、高齢期における医療費の適正化を図ることも可能。

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

異常なし 1 2 3 4

平成５年度健診結果

異常項目数

14万円15万円

20万円
22万円

45万円平

成

1
5
年

度

患

者

1
人

当

た

り

医

療

費

（参考）主要４検査項目の健診結果と医療費の関係

BMI（肥満）
血圧
脂質（コレステロール等）
代謝系（血糖値等）

：16.3万円
：15.6万円
：16.4万円
：16.1万円

（異常なし）
：19.3万円
：22.5万円
：17.6万円
：27.1万円

（異常あり）
約1．2倍
約1．4倍
約1．1倍
約1．7倍

格差

・全項目異常なし 約14万円・・・①

・主要４検査項目異常あり 約45万円・・・②

（BMI,血圧,脂質,代謝系）

①と②の差

約3.2倍

出典：「政府管掌健康保険における医療費等に関する調査研究報告書

突合方法

平成２０年度厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業
「各種健診データとレセプトデータ等による保健事業の評価に関する研究」（水嶋班）

1.付番作業

• 付番の方法を考える

（どのように番号をつけるか）

・付番の方法が考案できれば突合は9割終了

・ユニークな番号をつけることが肝要

：被保険者番号+生年月日+性別で付番

→同性・同家庭の双子の区別ができない

→長期の追跡に不向き

（国保から健保に変更されると追跡不可能）



• 理想的な付番
・個人番号を改めて作る

→ユニークな番号が作成できる。
• 次善の付番

例：被保険者番号+氏名コード
被保険者番号８桁 01234567

+
氏名：藤本 弘
（ 「藤」 4623+「本」4B5C+「弘」3930」）

＝
個人番号
01234567_4623_4B5C_3930

※追跡はできないが、同家庭で同姓同名がいない限
りユニークな番号になる。

2.個人情報保護の問題

• 匿名化の問題

・連結不可能匿名化が要求される場合

→今までの例は全て連結可能匿名化

（氏名コードについては匿名化すらできていない）

• 匿名化の方法

・個人コードに一定の数を足す。

平方根をとる、対数をとる、大きな素数で割って余りを求め
るなどの操作をする。

（一定の数・操作は本人も分からないことが望ましい）

※悪い例

個人コードに任意の数を足す

→低い確率で、同じ個人番号が作成されてしまう。

3.突合
• EXCEL、SPSSなどで突合

EXCELの例：vlookup関数

AA BB CC DD EE FF
11 ＫＫ101101 1010個個 Z778Z778 1515時間時間 ？個？個

22 L354L354 2020個個 Z678Z678 1212時間時間

33 Z778Z778 1515個個 C151C151 33時間時間

44 Y446Y446 2626個個 ・・・・・・ ・・・・・・

55 ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・

個人番号（緑色番号）をキーにして、F列にB列のデータを写すには？

AA BB CC DD EE FF
11 ＫＫ101101 1010個個 Z778Z778 1515時間時間 1515個個

22 L354L354 2020個個 Z678Z678 1212時間時間 #N/A#N/A
33 Z778Z778 1515個個 C151C151 33時間時間 #N/A#N/A
44 Y446Y446 2626個個 ・・・・・・ ・・・・・・

55 ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・

＝VLOOKUP（D1,$A$1:＄B$10,2,false)

D1＝調べたい番号
$A$1:＄B$10＝調べるもと

（電話でいえば電話番号簿）
2＝列指定

（番号簿の何列目を調べるか）
False＝完全一致するものを探す

（true＝近似値を探す）

同じ番号

データがない場
合は、このように

表示される



• 注意

・PCの性能にもよるが、2-30000列以上の突合
になると、処理速度が著しく落ちることがある。

＜解決策＞

・10000ずつマクロを組んで処理し、シート上に
値だけを残すようにする（Vlookup関数を残すと
処理速度が落ちる）

・ファイルは100Mb程度を上限と考えて、それを
超えるようであれば分割する。

・正規表現などを駆使し、余計なデータは事前
にできるだけ省く

以上 62

HbA1cの水準ごとの生活習慣病患者数
とレセプト数（例）

63 64
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○保健指導（非薬物療法としての）は
生活習慣病の予防に有効か？！

○行動変容⇒内臓脂肪・体重の減量
⇒リスクの軽減

につながっているのか？

中断せず、持続可能であることが大事

結果を出す保健指導の極意

66

高血糖 高血圧 脂質異常

運動習慣の徹底
食生活の改善

内臓脂肪型肥満

個々のクスリで、１つの山だけ
削っても、他の疾患は改善されて
いない。

高血糖、高血圧
脂質異常
がともに改善

生活習慣を変え、内臓脂肪を減らすことで危険因子の
すべてが改善

肥満に伴う生活習慣病は、身体活動・食事の改善による、
体重・内臓脂肪の減量によって検査結果が改善する。

67

糖尿病に対する保健指導

Diabetes Prevention Program Research Group,   N Engl J Med 2002;346:393-403

Cumulative Incidence of Diabetes According to Study Group

686868

保健指導の有効性
Placebo：placebo＋standard lifestyle recommendation

Metformin：metformin＋standard lifestyle recommendation

Lifestyle：intensive lifestyle intervention

standard lifestyle recommendation

1年に1回、20－30分の個人面談、文書を使って説明

健康な生活習慣、食事、運動

intensive lifestyle intervention

開始24週間以内に、16回の保健指導

個人面談・グループ指導（食事、運動、行動変容）

その後は、行動変容を支援する目的で月１回の面談

目標：開始時体重より７％以上の体重減量とその維持

低カロリー、低脂肪のdiet

中程度の強度の運動（きびきびした歩行）を週150分間以上

保健指導は糖尿病という生活習慣病の予防に有効である。

保健指導は内服薬よりも有効であった。

しかし、有効な保健指導と無効な保健指導がある。
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有効性の評価の指標

• 安全性（safety） ： 健康障害の危険性の除去

• 効能（efficacy） ： 理想的条件下、特定対象に
対する有効性

• 効果（effectiveness）：一般的条件下、多様対象に
対する有効性

• 利用度（availability）： 必要な対象への提供

• 効率（efficiency） ： 投入コストあたりの効果

（水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価 第２版、医学書院、2006）

保健事業の有効性評価の視点

① 保健事業参加前と後のレベルの比較

② 保健事業の参加者と非参加者のレベル
の比較

③ 保健事業の目標レベルと実際に到達し
たレベルの比較

71

健診・保健指導の評価（６ヶ月後）

対
象
者

（無
作
為
割
付
）

対 照 群

介 入 群

介 入 群
対
象
者

評価１

評価１

評価２

評価２

評価１

評価１

評価２

評価２

対
照
群
の
差

介
入
群
の
差

介
入
群
の
差

両
群
の
差

差の差が大事！
（水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価第２版、医学書院、200６）

①保健事業参加前と後のレベルの比較

② 保健事業の参加者と非参加者のレベルの比較

72

健診結果の値の変化を説明する要因

• 生活習慣の変化による真の変化

• 平均への回帰

• 季節変動

• 慣れ

• 偶然

• バイアス（選択、情報など）

• 交絡因子（別の説明要因による変化）

など
（水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価 第２版、医学書院、2006）
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健診・保健指導の評価（１年後）

平成２０年度の特定健診結果

（１）保健指導

実施者

（２）保健指導

非実施者

平成２１年度の特定健診結果

H２０ H２１

差（２）
差（１）

（前）

（後）

・性・年齢は？

・他の条件は？

差の差が大事！

（水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価第２版、医学書院、200６）

② 保健事業の参加者と非参加者のレベルの比較

74

健診・保健指導の評価（５年後）

健診受診群 健診非受診群

母集団

死亡率

有病率

など

差⊿

差⊿が統計学的に有意か（＝意味のある差か）？

Yes

No

有効性（効果）がある

有効性（効果）があるとはいえない

（水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価第２版、医学書院、200６）

② 保健事業の参加者と非参加者のレベルの比較

４．健診受診率・保健指導
実施率の改善策

75

（１）マーケティングの手法を活用
（２）セグメントに分けて、健診受診率、

保健指導実施率を評価
（３）改善策を練る

76

21世紀における国民健康づくり運動
（健康日本21）

• 「総論」：健康増進施策の世界的潮流を踏まえた新しい
我が国の健康増進施策である「健康日本21」を推進す
る際の基本戦略、地域で取組を展開する際の留意点。

• 第３章「基本戦略」

第１節「基本方針」

第２節「対象集団への働きかけ」

「１.１次・２次予防施策との整合性」、

「２．高リスクアプローチと集団アプローチ」、

「３．ソーシャルマーケティングの活用」



ソーシャルマーケティングの活用
• 健康日本21の推進にはマーケティング手法を社

会政策に応用したソーシャルマーケティングが
必要である。

• 例えば、マスメディアによる情報提供、企業に
よる商品・サービスの開発と提供、保健医療専
門家によるサービスの提供及び働きかけなどで
ある（図3-3）。

• 個人の生活習慣の改善という観点から見ると、
生活習慣が変わるためには一般に「知識の受容
」「態度の変容」「行動の変容」という三段階
を経るといわれている。

• その順に「マスメディア」「小集団による働き
かけ」「一対一のサービス」が効果が高いとさ
れている。

http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/souron/index.html

個人の生活習慣変容に効果的な
チャンネル

• 「知識の受容」←「マスメディア」
• 「態度の変容」 ←「小集団による働きかけ」
• 「行動の変容」 ←「一対一のサービス」
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波
及
効
果
（％
）１

０

９
０

時間・コスト

79

自分の生活習慣は自分で決めていない
ハイリスク・ストラテジーとポピュレーション・

ストラテジーの組み合わせが重要

個人の生活習慣

（食事（栄養）・運動・休養、
喫煙・アルコールなど）

個人の情報・
知識・態度

周りの環境

（親・仲間・周囲の習慣）

（社会通念）
ポピュレーション・
ストラテジー

ハイリスク・ストラテジー

（水嶋春朔：地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価 第２版、医学書院、2006）

図3-3 ソーシャルマーケティングの経路



http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/souron/index.html

4．壮年期（図6-6）

5．中年期（図6-7）

http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/about/souron/index.html

マーケティング戦略策定プロセス

（１）マーケティング環境分析

・ SWOT分析

（２）標的市場の選定

・ セグメンテーション（市場細分化）

・ ターゲティング

・ ポジションニング

（３）マーケティングミックスの最適化

・ 製品政策 ・ チャネル政策

・ 価格政策 ・ プロモーション政策

重要度と緊急度マトリックス

緊急度

重
要
度

高

高

低

低

追われている
課題

優先課題
じっくりと

取り組むべき
課題

余力があれば
取り組む課題



対象集団を細分化して、
ターゲットを絞り込む

１．対象をセグメントにわける

（セグメンテーション）

２．ターゲットを絞り込む

（選択と集中）

セグメンテーションの基準

基準 項目

地理的基準 エリア、人口密度、気候

人口統計学的基準 年齢、性別、家族構成、職業

心理学的基準 社会階層、ライフスタイル、性格

行動基準 購買状況、使用頻度、使用者状
態、ロイヤルティ

MECE（モレなくダブリなく）

Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive
（個々の事柄が重複することなく、しかも全体とし

て漏れがない）

男 女

住民

男 女

住民

高齢者
男 女

住民

健診受診者

男 女

住民

健診受診者

４０－５９歳

モレ（－）＆ダブリ（－）

モレ（－）＆ダブリ（＋）

モレ（＋）＆ダブリ（＋）

回答者

モレ（＋）＆ダブリ（＋）

健康づくり活動

積極的

組織力強い弱い

農協

漁協
学校

同窓会

商店会

町内会

消防団

総合型地域
スポーツクラ

ブ

PTA

消極的

スポーツ
少年団
（保護
者）

生涯学習
グループ

同業組織系地区組織系

地域組織のポジショニングマップ（例）

食生活改善
推進員

各種同業組合

通所介護
事業所



マーケティングの４Ｐと４Ｃ
プロダクト・売手
ジェームス・マッカーシー

カスタマー・買手
ロバート・ラウターボーン

商品・サービス
（価値・質）

Product 
商品

Customer value
顧客からみた価値

価格・コスト Price
価格

Cost
顧客からみたコスト

流通・場

（入手チャンネル）

Place
場所・流通

Convenience
利便性

促進 Promotion
販促・宣伝

Communication
コミュニケーション

連携 Partner

健診受診率向上キャンペーン（例）

• 父の日・母の日 健診キャンペーン

• 節目健診

• 厄年健診

90

91

医療保険加入者コホートの追跡

「予防教育」プログラム群 通常保健指導群 保健指導非実施群
開
発

腹囲・内臓脂肪の減少
健診データの改善
治療中断者・コントロール不良者の減少
合併症・重症化の予防
医療費の適正化
レセプトから薬剤名・診療行為を評価

評価

構築

健診受診率・
ポピュレーションア
プローチの影響・効
果

保健指導データ

健診（腹囲・生活習慣）データ

健診・保健指導・レセプトデータセットの構築

（県単位市町村国保組合、企業健保組合など）

レセプトデータ
（生活習慣病（ＩＣＤ－１０）、
入院・外来別）

平成２０年度厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業
「各種健診データとレセプトデータ等による保健事業の評価に関する研究」（水嶋班）

２０年度

２１年度

92

経年的に指標をみるイメージ
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

健診データ（腹囲、体重、肥満度、血圧、脂質、血糖）

保健指導データ（階層化内訳、実施率、積極的支援中断率（１－実施率）

レセプトデータ（総額、外来・入院、診療行為、処方内容（高血圧、脂質異常、糖尿病）

例１：糖尿病累積罹患率（レセデータ）
（処方薬効能で確認）

例２：血糖コントロール不良率（健診データ）
（処方＋／－）

保健指導（－）

保健指導（Ａ）

保健指導（Ｂ）

平成２０年度厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業
「各種健診データとレセプトデータ等による保健事業の評価に関する研究」（水嶋班）
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１）G Rose著／曽田研二、田中平三監訳/
水嶋春朔、中山健夫、土田賢一、伊藤和江訳：
「予防医学のストラテジー：生活習慣病対策と健康増進」、
医学書院、１９９８．

２）水嶋春朔：
「地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価」
第２版、医学書院、２００６．

３）健診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理
（国立保健医療科学院ＨＰ、学習教材）
地域保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研
究班（主任：水嶋春朔）
http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/
tokutei20/program/5-4.pdf
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